
（平成２３年５月１８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認愛媛地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

愛媛国民年金 事案 621 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年４月及び同年５月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 10月から 38年９月まで 

② 昭和 55年２月から 56年２月まで 

昭和 36 年頃、夫婦一緒に国民年金に加入し、私が夫婦二人の国民年金保

険料を一緒に納付したはずなのに、申立期間の保険料が未納とされており

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②のうち、昭和 55 年４月及び同年５月については、申立人夫婦の

国民年金手帳記号番号は、36 年７月５日に連番で払い出されていることが国

民年金手帳記号番号払出簿により確認できる上、Ａ市が保管する国民年金被

保険者名簿によると、申立人夫婦は、同年４月から 55 年３月までの国民年金

保険料の納付記録が全て一致しており、そのうち納付年月日が確認できる納

付済期間については、いずれも申立人夫婦の納付年月日が一致していること

から、「夫婦一緒に国民年金に加入し、夫婦二人の国民年金保険料を一緒に

納付していた。」とする申立人の主張に不自然さはなく、申立期間②のうち、

55 年４月及び同年５月について、申立人の夫は保険料が納付済みであること

を考えると、申立人が、その夫の保険料のみを納付しながら、自身の保険料

を納付しなかったとは考え難い。 

一方、申立期間②のうち、昭和 55 年２月、同年３月及び同年６月について

は、国民年金保険料を一緒に納付していたとする申立人の夫も同様に未納で

あることが、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿及び特殊台帳により確認

できることから、夫婦二人の納付記録が同時に欠落することは考え難い。 

また、申立期間②のうち、昭和 55 年７月から 56 年２月までについては、



                      

  

Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿によると、申立人の夫は 55 年７月から、

申立人は 56 年３月から、それぞれ口座振替により国民年金保険料を納付して

いることが確認でき、「夫婦二人の国民年金保険料を一緒に納付してい

た。」とする申立人の主張と相違する上、同被保険者名簿及び特殊台帳のい

ずれも申立人に係る当該期間の保険料は未納とされていることが確認できる。 

さらに、申立期間①については、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿に

よると、当該期間直後の期間である昭和 38 年 10月から 39年３月までの国民

年金保険料を 40年 11 月 22日に過年度納付していることが確認できる上、同

被保険者名簿及び特殊台帳のいずれも申立人夫婦の申立期間①に係る保険料

は未納とされていることが確認できるところ、当該過年度納付時点において、

申立期間①の保険料は時効により納付することができない上、申立人夫婦の

同被保険者名簿によると、申立期間①の後半の 38 年４月及び同年９月欄に

「消滅時効」の押印が確認できる。 

加えて、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿によると、同市は昭和 38 年

12 月 26 日付けで社会保険事務所（当時）に申立人夫婦に係る不在決定報告

を行い、39 年６月２日付けで不在取消しを行っていることが確認できること

から、申立期間①当時、同市は、申立人夫婦の所在を把握していなかった可

能性がうかがわれる。 

このほか、申立人が申立期間①並びに申立期間②のうち昭和 55 年２月、同

年３月、及び同年６月から 56 年２月までの期間に係る国民年金保険料を納付

したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人から聴

取しても、保険料の納付方法等について記憶が明確ではなく、ほかに申立人

が当該期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情等も見当たらな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間②のうち、

昭和 55 年４月及び同年５月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 

 

 

  

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 854 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 33 年１月 21 日から同年６月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を同

年１月 21 日に、資格喪失日に係る記録を同年６月１日に訂正し、当該期間の

標準報酬月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年 12月頃から 31年２月１日まで 

             ② 昭和 32年５月 1日から 33年１月 21日まで 

             ③ 昭和 33年１月 21日から同年６月１日まで 

申立期間①については、昭和 57 年５月に厚生年金保険の加入期間を照会

するため、Ｃ社会保険事務所（当時）に行った際、同事務所の女性職員か

ら、当該期間において厚生年金保険に加入していた旨の回答があったこと

を覚えていること、及び申立期間③に係る辞令書を保管していることから、

申立期間①、②及び③について、Ａ社に継続して勤務していたことは確か

なので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③については、申立人から提出されたＡ社Ｂ支店からの辞令書

により、申立人が同事業所に正職員として勤務していたことが確認できる。 

また、申立期間③当時のＡ社Ｂ支店の社会保険事務担当者及び複数の同

僚は、「正職員は厚生年金保険に加入させていた。」と証言している上、

前述の社会保険事務担当者は、自身の厚生年金保険の加入時期について、

「昭和 33 年１月頃に正職員として入社してすぐに加入した。」と供述して

いるところ、オンライン記録によると、当該社会保険事務担当者は、昭和

33 年１月 10 日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認で



                      

  

きる。 

さらに、申立人は、申立期間③のうち、昭和 33 年３月１日から離職日の

42年２月 14日まで継続して雇用保険に加入していたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間③に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、上記辞令書に記載された

月給及び諸手当の額から判断すると、１万 8,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の健康保険

被保険者番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務

所の記録が失われたとは考えられない上、資格の取得及び喪失のいずれの

機会においても社会保険事務所が申立人に係る届出を記録していないとは、

通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ

資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 33 年１月から同年５月までの保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、申立期間③に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

２ 申立期間①については、申立人がＡ社Ｄ支店で一緒に勤務していたと記

憶する同僚の証言により、時期は特定できないものの、申立人が同事業所

に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立期間①当時、Ａ社Ｄ支店における社会保険事務担当

者は、「入社当初の販売員は、厚生年金保険に加入させず、優秀販売員に

なると、厚生年金保険に加入させることもあった。」と述べている上、申

立人が記憶する同僚１人及び当該期間当時に同事業所で勤務していた販売

員１人は、それぞれ昭和 29 年頃、28 年頃に入社したと述べているものの、

厚生年金保険の加入時期は、それぞれ 30 年５月、同年 12 月とされている

ことが、同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により確認で

きることから、同事業所は、採用と同時に厚生年金保険に加入させていな

かった可能性がうかがわれる。 

また、Ａ社Ｄ支店は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている

上、申立期間①当時の事業主は連絡先が不明であり、上記社会保険事務担

当者から聴取しても、申立人について覚えていないことから、当該期間の

申立人に係る厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料



                      

  

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間②については、オンライン記録によると、Ａ社Ｅ事業所は、昭

和 32 年 12 月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間②

のうち、同年５月１日から同年 12 月１日まで、申立人は、同事業所で厚生

年金保険に加入することができなかったものと推認できる。 

また、申立人は、Ａ社Ｅ事業所で研修を受けていたと述べているところ、

同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同事業所が

適用事業所となった昭和 32 年 12 月１日に、厚生年金保険被保険者資格を

取得した者は 29 人おり、そのうち連絡を取ることができた５人は、申立人

について覚えていない上、同事業所は既に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、申立期間②当時の同事業所の事業主及び社会保険事務担

当者は死亡又は不明であることから、申立人が同事業所において研修を受

けていた事実を確認することができない。 

さらに、オンライン記録により、Ａ社Ｅ事業所で厚生年金保険に加入す

る前に多数の者が同社Ｂ支店で厚生年金保険に加入していることが確認で

きるところ、同事業所及び同社Ｅ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿の中に、申立人の氏名は見当たらず、健康保険被保険者番号に欠

番も無い。 

このほか、申立ての事実について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において厚生年金保険第３種被保険者であったことが

認められるとともに、第３種被保険者として厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、

Ｂ社）Ｃ事業所における当該期間の厚生年金保険被保険者資格の種別に係る

記録を第１種から第３種に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の第３種被保険者の厚生年金保険料  

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和23年12月６日から25年５月１日まで 

 Ｂ社が作成した職歴証明書から、申立期間は抗内員として勤務していた

ことが明らかであるのに、厚生年金保険の被保険者種別が第１種となって

いるのは納得できない。 

 申立期間について、厚生年金保険の第３種被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ｂ社が作成した申立人に係る職歴証明書及び同社の回答によると、申立

人の坑内員としての勤務期間は、申立期間を含む昭和23年12月６日から29

年12月６日までの期間とされていることから、当該期間当時、申立人はＡ

社Ｃ事業所において第３種被保険者として勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同時期にＡ社Ｃ事業所Ｄ課に所属していた上司及び同僚

は、「申立人は申立期間についてＤ課Ｅ係に所属し抗内夫として勤務し、

第３種被保険者の保険料を控除されていたと思う。」旨証言している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間について第３種被保

険者であったと認められるとともに、第３種被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ｂ社は、「関係資料は無く、確認できない。」と回答



                      

  

しており、このほかに上記義務を履行したか否かを確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者種別に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無

いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

愛媛国民年金 事案 622 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年 10 月から 38 年９月までの期間、55 年２月、同年３月

及び同年６月に係る国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 10月から 38年９月まで 

② 昭和 55年２月及び同年３月 

③ 昭和 55年６月 

昭和 36 年頃、夫婦一緒に国民年金に加入し、夫婦二人の国民年金保険料

を一緒に納付したはずなのに、申立期間の保険料が未納とされており納得

できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿によると、

当該期間の直後の昭和 38 年 10 月から 39 年３月までの国民年金保険料を 40

年 11 月 22 日に過年度納付していることが確認できるところ、当該過年度納

付時点において、申立期間①の保険料は時効により納付することができない

上、申立人夫婦の同被保険者名簿によると、当該期間の後半の 38 年４月及び

同年９月欄に、「時効消滅」の押印が確認できる。 

また、「夫婦一緒に国民年金に加入し、夫婦二人の国民年金保険料を一緒

に納付していた。」とする申立人の妻も申立期間①については、申立人と同

様に未納であることが、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿及び特殊台帳

により確認できるところ、同被保険者名簿によると、同市は昭和 38 年 12 月

26 日付けで社会保険事務所（当時）に申立人夫婦に係る不在決定報告を行い、

39 年６月２日付けで不在取消しを行っていることが確認できることから、申

立期間①当時、同市は、申立人夫婦の所在を把握していなかった可能性がう



                      

  

かがわれる。 

さらに、申立期間②及び③については、Ａ市が保管する国民年金被保険者

名簿及び特殊台帳のいずれも申立人夫婦の国民年金保険料は未納とされてい

ることが確認できることから、夫婦二人の納付記録が同時に欠落することは

考え難い。 

加えて、申立人の妻が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人の妻から聴

取しても、保険料の納付方法等について記憶が明確ではなく、ほかに申立人

の妻が当該期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情等も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 856 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年３月から同年５月まで 

社会保険事務所（当時）での年金受給手続の際、Ａ事業所に係る厚生年

金保険の加入記録が無いことが分かった。 

しかし、Ａ事業所に勤務していたことは確かなので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務していたとするＡ事業所は、所在地として申立て

のあった地域（Ｂ県Ｃ市）には厚生年金保険の適用事業所として記録は無い

上、Ｄ法務局Ｅ出張所から同事業所に係る商業登記簿は見当たらないとの回

答を得た。 

また、申立人が記憶するＡ事業所の名称に類似し、申立期間当時にＢ県内

の厚生年金保険の適用事業所として確認できたＦの名称を使用した２事業所

（Ｇ社及びＨ社）並びに申立人がＡ事業所の所在地として記憶する地域に存

在したＩ社に係る申立期間当時の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の中に、

申立人の氏名は見当たらず、健康保険被保険者番号に欠番も無い。 

さらに、申立人は申立期間当時の同僚及び事業主についての記憶が明確で

はなく、申立てに係る事業所も特定できないことから、申立てに係る証言を

得ることができない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 857 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 23年４月 10日から 27年４月 21日まで 

          ② 昭和 28年７月５日から同年８月 25日まで 

          ③ 昭和 28 年 10 月 23 日から 29 年 11 月 30 日まで 

          ④ 昭和 29年 11月 30日から 30年１月６日まで 

Ａ社Ｂ工場を退職する時に、結婚する人は脱退手当金をもらったが、私

は結婚退職ではなかったので、もらった記憶が無い。 

Ａ社Ｂ工場を退職後、帰郷し、失業保険を受給した後、再び同社Ｃ工場

に勤務したが、洋裁学校に通うため、同事業所を退職した。 

脱退手当金を請求した記憶は無く、受け取った記憶も無いので、支給さ

れていることに納得できない。 

申立期間について、厚生年金の算定期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が

記載されているページとその前後のページに記載されている女性従業員のう

ち、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した日（昭和 30 年１月６

日）の前後２年以内に被保険者資格を喪失し、脱退手当金の受給要件（２年

以上の厚生年金保険被保険者期間）を満たす 28 人について、オンライン記

録により脱退手当金の支給記録を確認したところ、脱退手当金の支給記録が

ある 25 人のうち、21 人は、６か月以内に脱退手当金の支給決定が行われて

いることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代

理請求が行われた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間①、②、③及び④の脱退手当金は、支給額に計算上の誤り

は無く、申立期間④に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後



                      

  

の昭和 30 年４月 25 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 858 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年２月 25日から同年７月 23日まで 

② 昭和 31年８月２日から 37年６月 30日まで 

65 歳になって、社会保険事務所（当時）に年金の請求手続に行った際、

Ａ社及びＢ社に勤務していた申立期間①及び②について、脱退手当金が支

給されているため、年金の計算期間に含まれないことを知った。脱退手当

金をもらった覚えは無く、納得できないため、何度も社会保険事務所に足

を運んだが、脱退手当金の支給記録があるとして取り合ってもらえなかっ

た。脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間について、厚生年金

の算定期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の前後

140 人以内に記載されている女性従業員のうち、申立人が厚生年金保険被保

険者資格を喪失した日（昭和 37 年６月 30 日）の前後２年以内に被保険者資

格を喪失し、脱退手当金の受給要件（２年以上の厚生年金保険被保険者期

間）を満たす 21 人（当該資格喪失日から１年以内に資格取得している 19 人

を除く。）について、オンライン記録により脱退手当金の支給記録を確認し

たところ、脱退手当金の支給記録がある 18 人のうち、17 人は、被保険者資

格の喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定が行われていることから、

申立人についても、その委任に基づき事業主が代理請求を行った可能性が高

いものと考えられる。 

また、年金事務所には、申立人に係る厚生年金保険脱退手当金支給報告書

が保管されているとともに、申立期間①及び②の脱退手当金は、支給額に計

算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日か



                      

  

ら約５か月後の昭和 37年 11月 30日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 859 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年４月 20日から 21年 11月 20日まで 

            ② 昭和 21年 12月 24日から 29年 12月 25日まで 

社会保険事務所（当時）での年金受給手続の際、申立期間①及び②に係

る厚生年金保険の加入記録について、脱退手当金の支給記録があることが

分かった。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は全く無いので、申立期間①及び②

について、厚生年金の算定期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が記

載されているページとその前後のページ（合計５ページ）に記載されている

女性従業員のうち、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した日（昭和

29 年 12 月 25 日）の前後２年以内に被保険者資格を喪失し、脱退手当金の受

給要件（２年以上の厚生年金保険被保険者期間）を満たす 22 人について、オ

ンライン記録により脱退手当金の支給記録を確認したところ、脱退手当金の

支給記録がある 18 人のうち、16 人は、資格喪失日から３か月以内に脱退手

当金の支給決定が行われていることから、申立人についても、その委任に基

づき事業主が代理請求を行った可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間①及び②の脱退手当金について、オンライン記録及び厚生

年金保険被保険者台帳（旧台帳）の支給額は、法定支給額とおおむね一致し

ており、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後

の昭和 30 年２月４日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 860 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年７月 12日から 29年６月 30日まで 

② 昭和 34年３月 13日から同年４月 30日まで 

③ 昭和 35年１月１日から 36年７月６日まで 

日本年金機構から脱退手当金についての確認はがきが届いたため、年金

事務所に確認に行き、脱退手当金についての説明を聞いたが、脱退手当金

を受給した記憶が無い。 

    申立期間①、②及び③について、厚生年金の算定期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の

前後 80 人以内に記載されている女性従業員のうち、申立人が厚生年金保険被

保険者資格を喪失した日（昭和 36 年７月６日）の前後２年以内に被保険者資

格を喪失し、脱退手当金の受給要件（２年以上の厚生年金保険被保険者期

間）を満たす 30 人（当該資格喪失日から１年以内に資格取得している６人を

除く。）について、オンライン記録により脱退手当金の支給記録を確認した

ところ、脱退手当金の支給記録がある 24 人のうち、20 人は、被保険者資格

の喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定が行われていることから、

申立人についても、その委任に基づき事業主が代理請求を行った可能性が高

いものと考えられる。 

また、申立期間①、②及び③の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無

く、申立期間③に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭

和 36 年 10 月５日に支給決定されているほか、厚生年金保険被保険者台帳

（旧台帳）には、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額を、厚



                      

  

生省（当時）から脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 861 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 29年２月１日から 35年９月 26日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間について、脱退手当金が支給済みとなって

いるが、脱退手当金を請求し、受け取った記憶は無いので、申立期間につ

いて、厚生年金の算定期間として認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の

申立人の健康保険の番号の前後 50 人のうち、厚生年金保険被保険者期間が

２年以上あり、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日（昭和 35 年９月

26 日）前後約２年以内に同被保険者資格を喪失した女性従業員 63 人（申立

人を含む。）の脱退手当金の支給記録を確認したところ、56 人に脱退手当金

の支給記録があり、そのうち 44 人は資格喪失日の６か月以内に脱退手当金

の支給決定がなされている上、当時は通算年金制度創設前であったことを踏

まえると、申立人についても事業主による代理請求が行われた可能性が高い

ものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間

に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和 36 年２月６

日に支給決定されているほか、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台

帳）には、35 年 12 月に、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月

額等を厚生省（当時）から社会保険出張所（当時）へ回答したことが記録さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 862 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 22年 10月 21日から 24年３月 22日まで  

Ａ社Ｂ工場に勤務していた申立期間について、脱退手当金が支給済みと

なっているが、脱退手当金を請求し、受給した記憶は無いので、申立期間

について、厚生年金の算定期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の脱退手当金の取扱いについて、Ａ社は、「当社Ｂ工場に係

る関係資料は残っていないが、脱退手当金について、退職者が多い場合は説

明会を開き、少ない場合は個別に説明した上で、脱退手当金の代理請求を行

っていたが、代理受領はしていない。また、国民年金制度発足前は、再就職

の予定が無い退職者に、脱退手当金を請求するよう指導していた。」旨回答

していること、当時は、通算年金制度創設前であったこと、及び申立期間に

係る事業所の厚生年金保険被保険者資格喪失日（昭和 24 年３月 22 日）から

24 日後の昭和 24 年４月 15 日に支給決定されていることを踏まえると、申立

期間の脱退手当金については、事業主による代理請求が行われた可能性が高

いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金が

支給されたことを示す記録があり、資格期間、平均標準報酬月額、支給額等

について具体的に記載されている上、その支給額に計算上の誤りは無く、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和30年８月１日から31年５月１日まで 

申立期間当時、Ａ社Ｂ支社（現在は、Ｃ社）Ｄ事業所の臨時雇用員とし

て正規職員と一緒に作業現場に行き、信号機の保守点検に従事していたに

もかかわらず、厚生年金保険が未加入となっている。申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が勤務場所や勤務内容等について詳細に覚えていることから、申

立人は、時期が特定できないものの、Ａ社Ｂ支社Ｄ事業所に臨時雇用員と

して勤務していたことが推認できる。 

 しかしながら、Ａ社の清算事業を所管しているＥ事業所は、「申立人の

厚生年金保険に係る資料はＡ社から一切承継していない。Ａ社が臨時雇用

員及び試用員に対し厚生年金保険の加入を始めたのは、昭和38年10月１日

以降なので、申立期間当時、申立人が臨時雇用員であった場合は厚生年金

保険の加入はありえない。」旨回答していること、Ｃ社は、「当社は退職

者について、退職年度を基準として管理しているが、昭和31年度中の退職

者の中に申立人に係る人事記録は見当たらない。申立てどおりの届け出を

行ったか、申立期間に係る保険料控除を行ったかは不明である。」旨回答

していること、及びＡ社Ｂ支社の厚生年金保険の適用は昭和38年12月１日

であり、申立期間当時、同事業所は厚生年金保険の適用事業所ではなかっ

たことから、当該期間当時、申立人は同事業所において厚生年金保険の被

保険者となることができなかったものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。  

 


